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【 都道府県の障害保健福祉圏域の設置と目的 】 

・ 「障害保健福祉圏域」は、都道府県毎に設定されています。 

・ 障害者に対応する施策や入所施設等の推進・整備については、１市町村の対応では困

難なものもあり、地域格差に配慮しながら圏域で対応する必要があります。 

・ このため、身体障害者、知的障害者（障害児）及び精神障害者に共通の圏域として、

複数市町村を含む広域圏域を地域単位とした障害保健福祉圏域が設定されています。 

≪ 愛知県の圏域 ≫ 平成３０年３月公示の愛知県地域保健医療計画で名古屋圏域と尾張

中部圏域が統合され、１２圏域から１１圏域になりました。 

【 愛知県の障害保健福祉圏域と圏域に属する市町村 】 

圏 域 名 圏域に属する市町村（５４自治体） 

名古屋・尾張中部 名古屋市、清須市、北名古屋市、豊山町 

海 部 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 

尾 張 東 部 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 

尾 張 西 部 一宮市、稲沢市 

尾 張 北 部 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町 

知 多 半 島 
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町 

南知多町、美浜町、武豊町 

西 三 河 北 部 豊田市、みよし市 

西 三 河 南 部 東 岡崎市、幸田町 

西 三 河 南 部 西 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市 

東 三 河 北 部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

東 三 河 南 部 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

【 愛知県圏域保健医療福祉推進会議（県のホームページより） 】 

障害保健福祉圏域ごとに「圏域調整会議」が開催されています。会議は原則公開です。 

≪設置の目的≫ 
保健・医療・福祉の連携を図るため、各分野の施策等に関する 

連絡調整、意見交換のために開催する。 

≪会議の内容、構成員等≫ 

この会議は、県内を１１の圏域に分け、それぞれの圏域毎に開催する。開催日は圏域毎

に異なる。なお、会議の出席者は会議の開催の都度決定します。 
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